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大切な家族や財産を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

『後にしよう　その油断が　火事になる』

深川地区消防組合深川消防署

沼田支署予防担当☎ 35-2050

沼田町
防火標語

消　報

住宅用火災警報器は１０年経ったら取り替えましょう！
　住宅用火災警報器は設置が義務化されて１０年以上が経過しました。古くなると電子部品の寿命や
電池切れなどで火災を感知しなくなることがあるため、１０年を目安に交換しましょう！

沼田消防団に新しい２名のチカラが入団
　沼田消防団では４月１日付けで、２名の新入団員と７名の昇格者に、大原団長より辞令が交付
されました！

新入団団員　
　吉田 慎吾（第１分団）
　明瀨 龍弥（第１分団）

第３分団人事異動
  （４月１日　昇格）
分団長　　堀 　達人
副分団長　吉川 健一
部　長　　大岩 龍一　　
班　長　　稲田 勝人

第１分団人事異動
  （４月１日　昇格）
部　長　　山田 昌希
班　長　　片山 道敏
班　長　　川嶋 　敬

左から　明瀨団員、吉田団員

★定期的に作動確認を行い、音を聞きましょう！★

【正常な場合】
正常をお知らせするメッセージまた
は火災警報音が鳴ります。

【音が鳴らない場合】
音が鳴らない場合は電池切れか、故
障の可能性があります。取扱説明
書をご覧ください。


